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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】少なくとも一つの第一ブレーキと少なくとも一
つの第二ブレーキについての制動荷重緩和用のシステム
、方法及び装置が開示される。
【解決手段】少なくとも一つのブレーキペダルの作動に
応じて、ブレーキペダル作動量を検出すること８２０を
含んでいる。更に、ブレーキペダル作動量が、ブレーキ
ペダル作動閾値より大きいか否かを判断すること８３０
を含んでいる。更に、ブレーキペダル作動量が、ブレー
キペダル作動閾値より大きいことを判断したとき、ブレ
ーキ作動プロファイルを生成すること８４０を含んでい
る。ブレーキ作動プロファイルは、少なくとも一つの第
一ブレーキの動作が、第一時間遅延だけ遅延され、少な
くとも一つの第二ブレーキの動作が、第二時間遅延だけ
遅延されることを示す。更に、ブレーキ作動プロファイ
ルに従って、少なくとも一つの第一ブレーキと、少なく
とも一つの第二ブレーキを動作させること８５０を含ん
でいる。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両用の少なくとも一つの第一ブレーキと少なくとも一つの第二ブレーキについての制
動荷重緩和用の方法であって、
　少なくとも一つのブレーキペダルセンサを用いて、少なくとも一つのブレーキペダル（
１０２）の作動に応じて、ブレーキペダル作動量を検出することと、
　少なくとも一つのプロセッサ（２０２）を用いて、前記ブレーキペダル作動量が、ブレ
ーキペダル作動閾値（８４０）より大きいか否かを判断することと、
　前記ブレーキペダル作動量が、ブレーキペダル作動閾値（８４０）より大きいことを、
前記少なくとも一つのプロセッサが判断したとき、前記少なくとも一つのプロセッサを用
いて、ブレーキ作動プロファイル（２１４）を生成することと、
　ブレーキ作動プロファイル（２１４）に従って、前記少なくとも一つの第一ブレーキと
少なくとも一つの第二ブレーキを動作させることと、を含んでおり、
　前記ブレーキ作動プロファイル（２１４）は、前記少なくとも一つの第一ブレーキの動
作が第一時間遅延だけ遅延され、前記少なくとも一つの第二ブレーキの動作が第二時間遅
延だけ遅延されることを示す、方法。
【請求項２】
　前記ブレーキ作動プロファイル（２１４）は、前記少なくとも一つの第一ブレーキ（１
０８）の動作が、時間経過に伴い第一比率で増大し、前記少なくとも一つの第二ブレーキ
の動作が、時間経過に伴い第二比率で増大する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記少なくとも一つの第一ブレーキ（１０８）が、少なくとも一つの前方ブレーキであ
り、前記少なくとも一つの第二ブレーキが、少なくとも一つの後方ブレーキである、請求
項１及び２に記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも一つの第一ブレーキ（１０８）が、少なくとも一つの後方ブレーキであ
り、前記少なくとも一つの第二ブレーキが、少なくとも一つの前方ブレーキである、請求
項１～３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　前記ブレーキペダル作動量が、前記少なくとも一つのブレーキペダル（１０２）の作動
率に関連している、請求項１～４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記少なくとも一つのブレーキペダル（１０２）の作動率が、前記少なくとも一つのブ
レーキペダルに印加される制動力の量に関連している、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記少なくとも一つのブレーキペダル（１０２）の作動率が、前記少なくとも一つのブ
レーキペダルを押し下げる度合いに関連している、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記第一時間遅延が、前記第二時間遅延より大きい、請求項１～７のいずれかに記載の
方法。
【請求項９】
　前記第二時間遅延が、前記第一時間遅延より大きい、請求項１～８のいずれかに記載の
方法。
【請求項１０】
　車両用の少なくとも一つの第一ブレーキと少なくとも一つの第二ブレーキについての制
動荷重緩和用のシステムであって、
　少なくとも一つのブレーキペダル（１０２）と、
　前記少なくとも一つのブレーキペダルの作動に応じて、ブレーキペダル作動量を検出す
るための少なくとも一つのブレーキペダルセンサと、
　少なくとも一つの車輪と、



(3) JP 2015-67273 A 2015.4.13

10

20

30

40

50

　前記少なくとも一つの車輪の車輪速度を検出するための少なくとも一つの車輪速度セン
サと、
　第一ブレーキ作動プロファイル（２１４）と、
　第二ブレーキ作動プロファイルと、
　前記ブレーキペダル作動量が、ブレーキペダル作動閾値（８４０）より大きいか否かを
判断し、前記ブレーキペダル作動量が、前記ブレーキペダル作動閾値（８４０）より大き
いことを判断したとき、前記車輪速度が、車輪速度閾値より大きいか否かを判断し、前記
車輪速度が、前記車輪速度閾値より大きいことを判断したとき、第一ブレーキ作動プロフ
ァイル（２１４）を適用し、前記車輪速度が、前記車輪速度閾値以下であることを、判断
したとき、第二ブレーキ作動プロファイルを適用するための少なくとも一つのプロセッサ
（２０２）と、を含んでいるシステム。
【請求項１１】
　更に、少なくとも一つの第一ブレーキ（１０８）と少なくとも一つの第二ブレーキを含
む、請求項１０に記載の制動荷重緩和用のシステム。
【請求項１２】
　前記第一ブレーキ作動プロファイル（２１４）は、前記少なくとも一つの第一ブレーキ
（１０８）の動作が、第一時間遅延だけ遅延され、前記少なくとも一つの第二ブレーキの
動作が、第二時間遅延だけ遅延されることを示す、請求項１１に記載の制動荷重緩和用の
システム。
【請求項１３】
　前記第一ブレーキ作動プロファイル（２１４）は、前記少なくとも一つの第一ブレーキ
（１０８）の動作が、時間経過に伴い第一比率で増大することを示す、請求項１０～１２
のいずれかに記載の制動荷重緩和用のシステム。
【請求項１４】
　前記少なくとも一つの第二ブレーキの動作が、時間経過に伴い第二比率で増大する、請
求項１３に記載の制動荷重緩和用のシステム。
【請求項１５】
　前記ブレーキペダル作動量が、少なくとも一つのブレーキペダル（１０２）の作動率に
関連し、前記少なくとも一つのブレーキペダル（１０２）の前記作動率が、前記少なくと
も一つのブレーキペダルに印加される制動力の量に関連し、及び／又は前記少なくとも一
つのブレーキペダルを押し下げる度合いに関連している、請求項１０～１４のいずれかに
記載の制動荷重緩和用のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示内容は、航空機制動荷重緩和機能に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、航空機に重い制動を印加することは、特に機体及びノーズギア領域の航空機構造
に、動荷重を印加することにつながる。これらの動荷重が大きくなると、構造設計に影響
を与えることもあり、一般に、それらに対応するために、航空機の重量が増えることにな
る。
【発明の概要】
【０００３】
　本開示内容は、ブレーキの一部の開始を遅延させることによって、航空機における重い
制動中の動的挙動(dynamics)を抑制するための制動荷重緩和機能用の方法、システム、及
び装置に関する。ブレーキの一部の開始を遅延させると、ノーズギアへの最大動荷重を低
減できる。また、当該遅延は、ブレーキペダルに対する作動量及び航空機の速度（図１Ａ
と１Ｂ参照）の関数となる。一つ以上の実施形態では、車両用の少なくとも一つの第一ブ
レーキと第二ブレーキについての制動荷重緩和用の方法が開示されている。当該方法は、
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少なくとも一つのブレーキペダルセンサを用いて、少なくとも一つのブレーキペダルの作
動に応じて、ブレーキペダル作動量を検出することを含んでいる。上記方法は更に、少な
くとも一つのプロセッサを用いて、ブレーキペダル作動量が、ブレーキペダル作動閾値よ
り大きいか否かを判断することを含んでいる。更に、上記方法は、ブレーキペダル作動量
が、ブレーキペダル作動閾値より大きいことを、少なくとも一つのプロセッサが判断した
とき、当該少なくとも一つのプロセッサを用いて、ブレーキ作動プロファイルを生成する
ことを含んでいる。一つ以上の実施形態では、ブレーキ作動プロファイルは、少なくとも
一つの第一ブレーキの動作が、遅延されておらず、少なくとも一つの第二ブレーキの動作
が、所定の時間遅延だけ遅延されることを示す。更に、上記方法は、ブレーキ作動プロフ
ァイルに従って、少なくとも一つの第一ブレーキと、少なくとも一つの第二ブレーキを動
作させることを含んでいる。
【０００４】
　一つ以上の実施形態では、ブレーキ作動プロファイルは、少なくとも一つの第一ブレー
キの動作が、時間経過に伴い第一比率で増大し、少なくとも一つの第二ブレーキの動作が
、時間経過に伴い第二比率で増大することを示す。少なくとも一つの実施形態では、少な
くとも一つの第一ブレーキは、少なくとも一つの前方ブレーキであり、少なくとも一つの
第二ブレーキは、少なくとも一つの後方ブレーキである。他の実施形態では、少なくとも
一つの第一ブレーキは、少なくとも一つの後方ブレーキであり、少なくとも一つの第二ブ
レーキは、少なくとも一つの前方ブレーキである。
【０００５】
　少なくとも一つの実施形態では、ブレーキペダル作動量は、少なくとも一つのブレーキ
ペダルの作動率に関連している。一つ以上の実施形態では、少なくとも一つのブレーキペ
ダルの作動率は、少なくとも一つのブレーキペダルに加えた制動力の量に関連している。
いくつかの実施形態では、少なくとも一つのブレーキペダルの作動率は、少なくとも一つ
のブレーキペダルを押し下げる度合いに関連している。
【０００６】
　一つ以上の実施形態では、第一時間遅延は、第二時間遅延より大きい。他の実施形態で
は、第二時間遅延は、第一時間遅延より大きい。
【０００７】
　少なくとも一つの実施形態では、車両用の少なくとも一つの第一ブレーキと少なくとも
一つの第二ブレーキについての制動荷重緩和用の方法は、少なくとも一つのブレーキペダ
ルセンサを用いて、少なくとも一つのブレーキペダルの作動に応じて、ブレーキペダル作
動量を検出することを含んでいる。上記方法は更に、少なくとも一つの車輪速度センサを
用いて、少なくとも一つの車輪の車輪速度を検出することを含んでいる。更に、上記方法
は、少なくとも一つのプロセッサを用いて、ブレーキペダル作動量が、ブレーキペダル作
動閾値より大きいか否かを判断することを含んでいる。加えて、上記方法は、ブレーキペ
ダル作動量が、ブレーキペダル作動閾値より大きいことを、少なくとも一つのプロセッサ
が判断したとき、当該少なくとも一つのプロセッサを用いて、車輪速度が、車輪速度閾値
より大きいか否かを判断することを含んでいる。追加的に、上記方法は、車輪速度が、車
輪速度閾値より大きいことを、少なくとも一つのプロセッサが判断したとき、当該少なく
とも一つのプロセッサを用いて、第一ブレーキ作動プロファイルを生成することを含んで
いる。更に、上記方法は、車輪速度が、車輪速度閾値以下であることを、少なくとも一つ
のプロセッサが判断したとき、当該少なくとも一つのプロセッサを用いて、第二ブレーキ
作動プロファイルを生成することを含んでいる。
【０００８】
　一つ以上の実施形態では、車両用の少なくとも一つの第一ブレーキと少なくとも一つの
第二ブレーキについての制動荷重緩和用の方法は、少なくとも一つのブレーキペダルセン
サを用いて、少なくとも一つのブレーキペダルの作動に応じて、ブレーキペダル作動量を
検出することを含んでいる。上記方法は更に、少なくとも一つの速度センサを用いて、速
度を検出することを含んでいる。更に、上記方法は、少なくとも一つのプロセッサを用い
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て、ブレーキペダル作動量が、ブレーキペダル作動閾値より大きいか否かを判断すること
を含んでいる。加えて、上記方法は、ブレーキペダル作動量が、ブレーキペダル作動閾値
より大きいことを、少なくとも一つのプロセッサが判断したとき、当該少なくとも一つの
プロセッサを用いて、速度が、速度閾値より大きいか否かを判断することを含んでいる。
追加的に、上記方法は、速度が、速度閾値より大きいことを、少なくとも一つのプロセッ
サが判断したとき、当該少なくとも一つのプロセッサを用いて、第一ブレーキ作動プロフ
ァイルを生成することを含んでいる。更に、上記方法は、速度が、速度閾値以下であるこ
とを、少なくとも一つのプロセッサが判断したとき、当該少なくとも一つのプロセッサを
用いて、第二ブレーキ作動プロファイルを生成することを含んでいる。
【０００９】
　少なくとも一つの実施形態では、少なくとも一つの速度センサは、車輪速度センサ、及
び／又は車両速度センサである。いくつかの実施形態では、速度閾値は、車輪速度閾値又
は車両速度閾値である。
【００１０】
　一つ以上の実施形態では、第一ブレーキ作動プロファイルは、少なくとも一つの第一ブ
レーキの動作が、第一時間遅延だけ遅延され、少なくとも一つの第二ブレーキの動作が、
第二時間遅延だけ遅延されることを示す。少なくとも一つの実施形態では、第二ブレーキ
作動プロファイルは、少なくとも一つの第一ブレーキの動作が、第三時間遅延だけ遅延さ
れ、少なくとも一つの第二ブレーキの動作が、第四時間遅延だけ遅延されることを示す。
いくつかの実施形態では、第一時間遅延と第二時間遅延の差は、第三時間遅延と第四時間
遅延の差より小さい。
【００１１】
　一つ以上の実施形態では、第三時間遅延は、第四時間遅延より大きい。他の実施形態で
は、第四時間遅延は、第三時間遅延より大きい。
【００１２】
　少なくとも一つの実施形態では、上記方法は更に、第一ブレーキ作動プロファイルに従
って、少なくとも一つの第一ブレーキと、少なくとも一つの第二ブレーキを動作させるこ
とを含んでいる。一つ以上の実施形態では、上記方法は更に、第二ブレーキ作動プロファ
イルに従って、少なくとも一つの第一ブレーキと、少なくとも一つの第二ブレーキを動作
させることを含んでいる。いくつかの実施形態では、第一ブレーキ作動プロファイルは、
少なくとも一つの第一ブレーキの動作が、時間経過に伴い第一比率で増大し、少なくとも
一つの第二ブレーキの動作が、時間経過に伴い第二比率で増大することを示す。少なくと
も一つの実施形態では、第二ブレーキ作動プロファイルは、少なくとも一つの第一ブレー
キの動作が、時間に対して第一比率で増大し、少なくとも一つの第二ブレーキの動作が、
時間に対して第二比率で増大することを示す。
【００１３】
　一つ以上の実施形態では、車両用の少なくとも一つの第一ブレーキと少なくとも一つの
第二ブレーキついての制動荷重緩和用のシステムは、少なくとも一つのブレーキペダルと
、当該少なくとも一つのブレーキペダルの作動に応じて、ブレーキペダル作動量を検出す
るための、少なくとも一つのブレーキペダルセンサと、を含んでいる。上記システムは更
に、少なくとも一つのプロセッサを含み、ブレーキペダル作動量が、ブレーキペダル作動
閾値より大きいか否かを判断し、ブレーキペダル作動量が、ブレーキペダル作動閾値より
大きいことを、少なくとも一つのプロセッサが判断したとき、ブレーキ作動プロファイル
を生成する。一つ以上の実施形態では、ブレーキ作動プロファイルは、少なくとも一つの
第一ブレーキの動作が、第一時間遅延だけ遅延され、少なくとも一つの第二ブレーキの動
作が、第二時間遅延だけ遅延されることを示す。更に、上記システムは、ブレーキ作動プ
ロファイルに従って、少なくとも一つの第一ブレーキを動作させることと、ブレーキ作動
プロファイルに従って、少なくとも一つの第二ブレーキを動作させることと、を含んでい
る。
【００１４】
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　少なくとも一つの実施形態では、車両用の少なくとも一つの第一ブレーキと、少なくと
も一つの第二ブレーキの間の、制動荷重緩和用のシステムは、少なくとも一つのブレーキ
ペダルと、当該少なくとも一つのブレーキペダルの作動に応じて、ブレーキペダル作動量
を検出するための少なくとも一つのブレーキペダルセンサと、を含んでいる。上記システ
ムは更に、少なくとも一つの車輪と、少なくとも一つの車輪の車輪速度を検出するための
少なくとも一つの車輪速度センサと、を含んでいる。更に、上記システムは、少なくとも
一つのプロセッサを含み、ブレーキペダル作動量が、ブレーキペダル作動閾値より大きい
か否かを判断し、ブレーキペダル作動量が、ブレーキペダル作動閾値をより大きいことを
、少なくとも一つのプロセッサが判断したとき、車輪速度が、車輪速度閾値より大きいか
否かを判断し、車輪速度が、車輪速度閾値より大きいことを、少なくとも一つのプロセッ
サが判断したとき、第一ブレーキ作動プロファイルを生成し、車輪速度が、車輪速度閾値
以下であることを、少なくとも一つのプロセッサが判断したとき、第二ブレーキ作動プロ
ファイルを生成する。
【００１５】
　上述した特徴、機能、及び利点は、本発明の様々な実施形態で別個に実現でき、更に他
の実施形態に組み合わせてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　本開示内容のこれらの及び他の特徴、態様、及び利点は、以下の説明、添付の請求項、
及び添付の図面から、より理解されるであろう。
【図１Ａ】ノーズギア垂直荷重量（ポンド）と時間（秒）の関係を示すグラフである。
【図１Ｂ】メインギア抵抗／垂直摩擦係数（μ）と時間（秒）の関係を示すグラフである
。
【図２Ａ】航空機（つまり、車両）での使用に適した電気ブレーキシステムの一部の概略
図であり、このシステムは、本開示内容の少なくとも一つの実施形態に従って、制動荷重
緩和用の開示されたシステムによって用いられる。
【図２Ｂ】航空機（つまり、車両）用の電気ブレーキシステムでの使用に適したブレーキ
制御アーキテクチャの概略図であり、このシステムは、本開示内容の少なくとも一つの実
施形態に従って、制動荷重緩和用の開示されたシステムによって用いられる。
【図３】ブレーキペダル移動量と、ブレーキコマンド量との関係を示すグラフである。
【図４】車両用の少なくとも一つの第一ブレーキと、少なくとも一つの第二ブレーキの間
の、制動荷重緩和用のロジックを示す概略図であり、ブレーキ作動プロファイルは、本開
示内容の少なくとも一つの実施形態に従って、少なくとも一つの第二ブレーキの動作が、
少なくとも一つの第一ブレーキの動作後に遅延されることを示す。
【図５】車両用の少なくとも一つの第一ブレーキと、少なくとも一つの第二ブレーキの間
の、制動荷重緩和用のロジックを示す概略図であり、ブレーキ作動プロファイルは、本開
示内容の少なくとも一つの実施形態に従って、（１）少なくとも一つの第二ブレーキの動
作が、少なくとも一つの第一ブレーキの動作後に遅延されることを示し、（２）少なくと
も一つの第二ブレーキの動作が、少なくとも一つの第一ブレーキの動作より高い比率であ
ることを示す。
【図６】車両用の少なくとも一つの第一ブレーキと、少なくとも一つの第二ブレーキの間
の、制動荷重緩和用の別のロジックを示す概略図であり、本開示内容の少なくとも一つの
実施形態に従って、低速ブレーキ作動プロファイルにおける少なくとも一つの第一ブレー
キと、少なくとも一つの第二ブレーキの動作の間の遅延が、高速ブレーキ作動プロファイ
ルにおける少なくとも一つの第一ブレーキと、少なくとも一つの第二ブレーキの動作の間
の遅延よりも大きいことを示す。
【図７】車両用の少なくとも一つの第一ブレーキと、少なくとも一つの第二ブレーキの間
の、制動荷重緩和用の別のロジックを示す概略図であり、本開示内容の少なくとも一つの
実施形態に従って、（１）低速ブレーキ作動プロファイルにおける少なくとも一つの第一
ブレーキと、少なくとも一つの第二ブレーキの動作の間の遅延が、高速ブレーキ作動プロ
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ファイルにおける少なくとも一つの第一ブレーキと、少なくとも一つの第二ブレーキの動
作の間の遅延よりも大きいことを示し、（２）少なくとも一つの第二ブレーキの動作が、
少なくとも一つの第一ブレーキの動作より高い比率であることを示す。
【図８】本開示内容の少なくとも一つの実施形態に従って、車両用の少なくとも一つの第
一ブレーキと、少なくとも一つの第二ブレーキの間の、制動荷重緩和用の方法を示すフロ
ーチャートである。
【図９】本開示内容の少なくとも一つの実施形態に従って、車両用の少なくとも一つの第
一ブレーキと、少なくとも一つの第二ブレーキの間の、制動荷重緩和用の別の方法を示す
フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本明細書で開示される方法及び装置は、地上走行制動解放用のエネルギベースの選択ロ
ジックを停止するための操作システムを提供する。特に、開示されるシステムは、ブレー
キ摩耗の低減及びブレーキ温度の低減を含む、航空機の複数の目的をバランスさせる制動
方式を提供する。開示されるシステムは更に、制動中の航空機構造へのより低い荷重を維
持する手段を提供し、それは更に、より低い設計荷重によって、構造重量を低減できる。
【００１８】
　具体的には、この制動方式では、ブレーキ動作の傾斜があり、高減速停止用のブレーキ
の一部の動作遅延がある（例えば、後方ブレーキを動作させた後、所定の時間遅延で、前
方ブレーキを動作させる）。ブレーキの一部の動作を遅延させることは、ブレーキの開始
中の航空機のノーズギア、及び／又は機体の最大荷重を低下させるために役立つ。航空機
速度、制動力、及び様々な他の条件に依存して、異なる制動シナリオを満足させるために
、様々な航空機速度において、所定の長さの遅延を適用できる。
【００１９】
　以下の説明では、本システムのより完全な説明を提供するために、様々な詳細に言及し
ている。しかし、当業者には明らかなように、開示されるシステムは、これらの具体的な
詳細がなくても実施できる。他の例では、本システムが不必要に曖昧にならないように、
周知の形態は詳しくは説明されていない。
【００２０】
　本発明の実施形態は、機能及び／又は論理ブロック部品、及び様々な処理ステップにつ
いて説明されている。当然のことながら、このようなブロック部品は、所定の機能を実行
するために構成した任意の数のハードウェア、ソフトウェア、及び／又はファームウェア
部品によって実現できる。例えば、本発明の一実施形態は、メモリ素子、デジタル信号処
理素子、論理素子、参照表等の、様々な集積回路部品を使用でき、それらは、一つ以上の
マイクロプロセッサ又は他の制御装置の制御下で、様々な機能を実行できる。加えて、当
業者には明らかなように、本発明の実施形態は、様々な異なる航空機ブレーキシステム、
及び航空機構成との関連にて実施され、本明細書で説明されるシステムは単に、本発明の
実施形態の一例にすぎない。
【００２１】
　簡略化のために、本システムの信号処理、航空機ブレーキシステム、ブレーキシステム
制御、及び他の機能的形態（及び本システムの個々の動作部品）に関連した既存の技術及
び部品は、本明細書では詳細には説明されていないかもしれない。その上、本明細書に含
まれる様々な図面に示した接続線は、様々な要素の間の機能的関係、及び／又は物理的関
係を例示的に示すものとする。当然のことながら、本発明の一実施形態では、多くの代替
的又は追加的な機能的関係、又は物理的接続が存在してもよい。
【００２２】
　以下の説明では、相互に「接続された」または「結合された」要素又はノード又は対象
部(features)について言及する。他に明確に述べられていない限り、本明細書で用いる場
合、「接続され」とは、一つの要素／ノード／対象部が、他の要素／ノード／対象部に直
接的につながれて（又は直接的に連絡され）いることを意味するが、必ずしも機械的なつ
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ながりを意味しない。同様に、他に明確に述べられていない限り、「結合され」とは、一
つの要素／ノード／対象部が、他の要素／ノード／対象部に直接的に又は間接的につなが
れて（又は直接的に又は間接的に連絡されて）いることを意味するが、必ずしも機械的な
つながりを意味しない。従って、図面に示した概略図は、要素の構成例を示すが、本発明
の実施形態で追加の介在要素、装置、対象部、又は部品が存在していてもよい。
【００２３】
　図２Ａは、航空機（図示せず）での使用に適した電気ブレーキシステム１００の一部の
概略図である。電気ブレーキシステム１００は、ブレーキペダル１０２、ブレーキペダル
１０２に結合されたブレーキシステム制御ユニット（ＢＳＣＵ）１０４、ＢＳＣＵ１０４
に結合された電気ブレーキアクチュエータ制御部（ＥＢＡＣ）１０６、ＥＢＡＣ１０６に
結合されたブレーキ機構１０８を含んでいる。ブレーキ機構１０８は、航空機の少なくと
も一つの車輪１１０に対応している。電気ブレーキシステム１００は更に、車輪１１０に
結合された車軸取付け遠隔データ収集器（ＲＤＣ）１１２を含んでいる。簡単に言うと、
ＢＳＣＵ１０４は、ブレーキペダル１０２の操作に反応し、ＥＢＡＣ１０６が受け取る制
御信号を生成する。更に、ＥＢＡＣ１０６は、ブレーキ機構１０８が受け取るブレーキ機
構制御信号を生成する。更に、ブレーキ機構１０８は、車輪１１０の回転を低下させるよ
うに動作する。これらの形態及び部品は、以下で更に詳しく説明する。
【００２４】
　電気ブレーキシステム１００は、航空機の任意の数の電気ブレーキ構成に適用でき、電
気ブレーキシステム１００は、説明を容易にするために簡略化された形態で示されている
。一実施形態の電気ブレーキシステム１００は、左サブシステムアーキテクチャと右サブ
システムアーキテクチャを含み、ここで、用語「左」及び「右」は、航空機の左舷及び右
舷を各々指す。実際には、二つのサブシステムアーキテクチャは、以下に説明するように
、別個に制御してもよい。この点では、実際に装着される一実施形態の電気ブレーキシス
テム１００は、左ブレーキペダルと、右ブレーキペダルと、左ＢＳＣＵと、右ＢＳＣＵと
、左ＢＳＣＵに制御されるように結合された任意の数の左ＥＢＡＣと、右ＢＳＣＵに制御
されるように結合された任意の数の右ＥＢＡＣと、各車輪（又は車輪の各グループ）用の
ブレーキ機構と、各車輪（又は車輪の各グループ）用のＲＤＣと、を含んでいてもよい。
動作中、電気ブレーキシステムは、ブレーキアクチュエータ制御信号を航空機の各車輪に
対して個別に、又は任意のグループの車輪に対して同時に生成及び印加できる。
【００２５】
　ブレーキペダル１０２は、電気ブレーキシステム１００にパイロットからの入力を供給
するように構成されている。パイロットは、ブレーキペダル１０２を物理的に操作し、ブ
レーキペダル１０２の変位又は移動（つまり、何らかの形態の物理的入力）をもたらす。
この物理的変位は、ハードウェアサーボ又はその均等部品によってブレーキペダルの自然
位置からの変位として測定され、トランスデューサ又はその均等部品によってＢＳＣＵパ
イロットコマンド制御信号に変換されて、ＢＳＣＵ１０４に送られる。ＢＳＣＵパイロッ
トコマンド制御信号は、ブレーキペダル１０２の変位位置、ブレーキペダル１０２の変位
率(deflection rate)、ブレーキ機構１０８の所望の制動条件等を含む、又は示すブレー
キペダルセンサデータを伝達するものである。
【００２６】
　一実施形態の電気ブレーキシステム１００は、任意の数のＢＳＣＵ１０４を用いてもよ
い。説明を容易にするために、この実施形態では、ＢＳＣＵ１０４を一つだけ含んでいる
ものとする。ＢＳＣＵ１０４は、ブレーキコマンドを表すＥＢＡＣ制御信号をデジタル的
に計算する組込みソフトウェアを備えた電気制御ユニットである。電気的／ソフトウェア
的手当てによって、ブレーキ性能又は制動感覚の更なる最適化及びカスタマイズが可能で
あり、必要に応じて特定の航空機への展開が行える。
【００２７】
　ＢＳＣＵ１０４は、本明細書で説明される機能を実行するように設計した、汎用プロセ
ッサ、内容読出し可能メモリ、デジタル信号プロセッサ、特定用途向け集積回路、フィー
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ルドプログラム可能ゲートアレイ、任意の適切なプログラム可能論理装置、個別ゲート又
はトランジスタロジック、個別ハードウェア部品、又はそれらの組合せを用いて実施又は
実行できる。プロセッサは、マイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ
、又は状態マシンとして実現できる。プロセッサは更に、計算装置の組合せ、例えば、デ
ジタル信号プロセッサ及びマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、デ
ジタル信号プロセッサコアと連結した一つ以上のマイクロプロセッサ、又は任意の他の同
様の構成として実施できる。一実施形態では、ＢＳＣＵ１０４は、ソフトウェアを提供し
、当該ソフトウェア用の外部インタフェースをもたらすコンピュータプロセッサ（Ｐｏｗ
ｅｒＰＣ５５５等）を用いて実現できる。
【００２８】
　ＢＳＣＵ１０４は、様々な航空機入力を監視し、ペダルブレーキ、駐機ブレーキ、自動
ブレーキ、及びギア引込みブレーキ等の制御機能を提供するが、これらに限定されるもの
ではない。加えて、以下で更に詳しく説明するように、ＢＳＣＵ１０４は、滑り止めコマ
ンド（ＢＳＣＵ１０４から内部的に又は外部的に生成される）をブレーキペダル１０２か
らのパイロットコマンド制御信号及びＲＤＣ１１２からの車輪データ（例えば、車輪速度
、回転方向、タイヤ圧等）に混合して、ＢＳＣＵ１０４によるブレーキ制御を拡張する。
ＢＳＣＵ１０４は、その入力信号を処理し、ＥＢＡＣ１０６が受け取る一つ以上のＥＢＡ
Ｃ制御信号を生成する。実際には、ＢＳＣＵ１０４は、デジタルデータバスを介して、Ｅ
ＢＡＣ１０６にＥＢＡＣ制御信号を送信する。一般的なアーキテクチャ（図示せず）では
、各ＢＳＣＵは、その制御下で、任意の数のＥＢＡＣで使用する別個の出力信号を生成で
きる。
【００２９】
　ＢＳＣＵ１０４は、一つ以上の関連するＥＢＡＣ１０６に結合される。ＥＢＡＣ１０６
は、ＢＳＣＵ１０４について上で説明したように動作する。一実施形態では、ＥＢＡＣ１
０６は、コンピュータプロセッサ（ＰｏｗｅｒＰＣ５５５等）により実現され、当該コン
ピュータプロセッサは、ソフトウェアを提供するとともに、このソフトウェア用の外部イ
ンタフェースをもたらし、本明細書で説明される様々なＥＢＡＣ動作を実行するように構
成される適切な処理ロジックを含む。ＥＢＡＣ１０６は、ＢＳＣＵ１０４からＥＢＡＣ制
御信号を獲得し、ＥＢＡＣ制御信号を処理し、ブレーキ機構１０８のブレーキ機構制御信
号（ブレーキアクチュエータ信号）を生成する。
【００３０】
　特に、ＢＳＣＵ１０４及びＥＢＡＣ１０６の機能は、単一のプロセッサベースの部品に
統合してもよい。この点では、ＢＳＣＵ１０４、ＥＢＡＣ１０６、及びそれらの組合せは
、電気ブレーキシステム１００のブレーキ制御アーキテクチャと考えることができる。こ
のようなブレーキ制御アーキテクチャは、本明細書で説明される荷重緩和及びブレーキ制
御を実現するよう適切に構成された処理ロジック、機能、及び特徴を含んでいる。
【００３１】
　車輪１１０は、関連するブレーキ機構１０８を含んでいてもよい。ＥＢＡＣ１０６は、
ブレーキ機構１０８を制御し、ブレーキ機構１０８の一つ以上の部品の動作の作動、解放
、調整、及び制御を実行する。その際、ＥＢＡＣ１０６は、ＢＳＣＵ１０４によって生成
される各ＥＢＡＣ制御信号に応じて、ブレーキ機構制御信号を生成する。ブレーキ機構制
御信号は、航空機に利用される特定のブレーキ機構１０８に適合するように適切にフォー
マット及び構成される。実際には、ブレーキ機構制御信号は、滑り止め及び他のブレーキ
操作も実行するように調整できる。当業者は、航空機ブレーキ機構、及びそれらが制御さ
れる一般的な形態に精通しているため、このような周知事項は、ここでは詳しく説明しな
い。
【００３２】
　電気ブレーキシステム１００は、車輪１１０用の一つ以上のセンサを含むようにしても
よいし、これらのセンサと通信するようにしてもよい。これらのセンサは、車輪１１０の
車輪データ（車輪速度、車輪回転方向、タイヤ圧、車輪／ブレーキ温度等）を測定するよ
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うに適切に構成され、この車輪データは、電気ブレーキシステム１００によって利用され
る。ＲＤＣ１１２は、一般に、電気ブレーキシステム１００の別の部品に対して、処理及
び／又は伝達を行うために用いられるデータの受信、測定、若しくは検出により、又はそ
の他の方法にてデータを獲得するように構成されている。ここでは、ＲＤＣ１１２は、車
輪１１０に結合（もしくは連結）されている。また、ＲＤＣ１１２は、対応する車輪デー
タを収集し、収集した車輪データをＢＳＣＵ１０４に対して送信するように構成されてい
る。航空機の一つ以上のデジタルデータ通信バスは、任意の適切なデータ通信プロトコル
、及び任意の適切なデータ通信方式を用いて、ＲＤＣ１１２からＢＳＣＵ１０４に車輪デ
ータを通信するように構成できる。別の実施形態では、ＲＤＣ１１２は、ＥＢＡＣ１０６
に車輪データを通信するように構成してもよい。更に別の実施形態では、ＲＤＣ１１２は
、ＢＳＣＵ１０４とＥＢＡＣ１０６に車輪データを通信するように構成してもよい。
【００３３】
　この例では、電気ブレーキシステム１００は、車輪データに応じて、ブレーキ機構１０
８の動作を制御するように適切に構成されている。具体的には、電気ブレーキシステム１
００は、車輪速度値に応じて、ブレーキ機構１０８の動作を制御するように構成されてお
り、この車輪速度値は、航空機の現在の速度を示す。
【００３４】
　電気ブレーキシステム１００は、航空機の高制動力中の動的構造荷重（例えば、着陸ギ
ア荷重）を緩和するために利用できる。電気ブレーキシステム１００は一般に、ブレーキ
機構１０８にコマンドを送り、パイロットによるブレーキペダル１０２の変位量に関連す
るようにブレーキトルクを生成する。この制御は、ブレーキペダル１０２の変位位置、ブ
レーキペダル１０２の変位率、及び／又は航空機の移動速度を考慮して、ブレーキ機構１
０８の動作を修正し、所望のブレーキトルクが、最大動荷重を発生させない適切な比率で
得られるようにする。これによって、航空機の着陸ギアは、軽量及び小型に設計でき、航
空機性能に有利である。一実施形態では、電気ブレーキシステム１００は、ブレーキペダ
ル１０２におけるセンサを用いて、ブレーキペダル１０２の変位及び変位率を測定する。
車輪１１０におけるセンサによって測定可能な航空機車輪速度も、ブレーキ制御基準への
入力として用いられる。ＢＳＣＵ１０４は、これらの入力を処理し、ブレーキ作動の初期
の開始比率を低減し、更に、着陸ギア構造で吸収しなければならない最大制動荷重を低減
する。ブレーキ制御基準は、航空機の特定の形式、航空機の静的、動的、又は動作的特性
、及び／又はブレーキ機構１０８の静的、動的、又は動作的特性に対して調整できる。
【００３５】
　図２Ｂは、航空機の電気ブレーキシステムでの使用に適したブレーキ制御アーキテクチ
ャ２００の概略図である。電気ブレーキシステム１００に対し、ブレーキ制御アーキテク
チャ２００の一実施形態を利用できる。例えば、ブレーキ制御アーキテクチャ２００は、
ＢＳＣＵ１０４及び／又はＥＢＡＣ１０６にて実現できる。ブレーキ制御アーキテクチャ
２００は、適切に構成した処理ロジックを備えているプロセッサ２０２、適切な容量のメ
モリ２０４、及びブレーキ機構制御信号生成器２０６を含んでいてもよいが、これらに限
定されるものではない。また、ブレーキ制御アーキテクチャ２００は、ブレーキ作動プロ
ファイル生成器２０８を含んでもよいが、必須ではない。これらの要素は、データ通信バ
ス２０９又は任意の適切に構成した相互接続アーキテクチャを用いて、互いに結合できる
。以下で更に詳しく説明するように、本実施形態では、ブレーキ制御アーキテクチャ２０
０は、ブレーキペダルセンサデータ２１０及び車輪速度データ２１２の獲得、並びに処理
を行うように構成されている。
【００３６】
　プロセッサ２０２は、ＢＳＣＵ１０４について上で説明したように動作するように構成
できる。プロセッサ２０２に対応する処理ロジックは、本明細書で説明される電気ブレー
キ制御方式に関連した様々な動作及び機能を実行するように設計される。更に、本明細書
で開示される実施形態において説明される方法又はアルゴリズム（又はその一部）は、ハ
ードウェア、ファームウェア、プロセッサ２０２によって実行されるソフトウェアモジュ
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ール、又はそれらの任意の実際的な組合せで直接具現化できる。ソフトウェアモジュール
はメモリ２０４内に配してもよい。メモリは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭ
メモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバ
ブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、又はその他の公知の記憶媒体を備えた一つ以上の物理的部
品として実現できる。この点では、メモリ２０４は、プロセッサ２０２に結合され、プロ
セッサ２０２が、メモリ２０４に対して情報を読み書きできるようにしてもよい。あるい
は、メモリ２０４は、プロセッサ２０２と一体化してもよい。一例として、プロセッサ２
０２とメモリ２０４とをＡＳＩＣ内に配してもよい。
【００３７】
　メモリ２０４は、航空機用の少なくとも一つのブレーキ作動プロファイル２１４を格納
するように構成できる。ブレーキ作動プロファイル２１４は、ブレーキ機構の動作に影響
を与える。ブレーキ作動プロファイル２１４は、事前決定された上でブレーキ制御アーキ
テクチャ２００内にプログラム化されるか、又はブレーキ制御アーキテクチャ２００によ
ってリアルタイムにて生成される。前者の状況では、ブレーキ作動プロファイル２１４は
、航空機の静的、動的、空力学的、動作的、及び／又は他の特性（例えば、航空機の質量
、及び航空機の一般的な着陸速度）に基づくものであってもよいし、電気ブレーキシステ
ム又はブレーキ機構の静的、動的、動作的及び／又は他の特性（例えば、制御要素の応答
時間、実現可能な最大ブレーキトルク、及びブレーキトルクの一般的な範囲）に基づくも
のであってもよい。後者の状況では、任意的なブレーキ作動プロファイル生成器２０８を
利用し、ブレーキペダルセンサデータ２１０及び／又は車輪速度データ２１２に応じて、
動的にブレーキ作動プロファイル２１４を生成するようにしてもよい。ブレーキ作動プロ
ファイル生成器２０８の動作は、上で説明したような航空機特性及び／又はブレーキ機構
特性によっても影響され得る。実際には、ブレーキ作動プロファイル生成器２０８は、プ
ロセッサ２０２の処理ロジックで実現できる。
【００３８】
　図３は、ブレーキペダル移動量３１０とブレーキコマンド量３２０の関係を示すグラフ
３００である。このグラフ３００では、ブレーキペダル移動量３１０は、ｘ軸上にブレー
キペダルの押下げ度合いで示されている。そして、ブレーキコマンドフォース量は、ｙ軸
上に％で示されている。例えば、ブレーキペダルが、パイロットによって５°押し下げら
れたとき、この押下げ量は、全ブレーキコマンドフォースの１０％に対応する。更に、例
えば、ブレーキペダルが、パイロットによって１２°押し下げられたとき、この押下げ量
は、全ブレーキコマンドフォースの１００％（つまり、ブレーキコマンドフォースの最大
量）に対応する。
【００３９】
　当然のことながら、図４～７のロジックに関連して実行される様々なタスク、及び図８
と９の方法に関連して実行される様々なタスクは、ソフトウェア、ハードウェア、ファー
ムウェア、又はそれらの任意の組合せによって実行できる。例示的であるに過ぎないが、
図４～７のロジック及び図８と９の方法に関する以下の説明は、図２～３に関連して上で
述べた要素に当てはまるものである。本発明の各実施形態では、図４～７のロジック及び
図８と９の方法の一部は、説明したシステムの異なる要素（例えば、ＢＳＣＵ、ＥＢＡＣ
、及び／又はブレーキ機構）によって実行できる。当然のことながら、図４～７のロジッ
ク及び図８と９の方法は、任意の数の追加タスク又は代替タスクを含んでいてもよい。ま
た、図４～７のロジック及び図８と９の方法に示したタスクは、例示した順番で実行する
必要はない。さらに、図４～７のロジック及び図８と９の方法は、本明細書では詳しく説
明されていない追加的機能を備える、より包括的な手順又は処理内に組み込むこともでき
る。
【００４０】
　図４は、車両用の少なくとも一つの第一ブレーキと少なくとも一つの第二ブレーキにつ
いての制動荷重緩和用のロジックを示す概略図４００である。同図において、ブレーキ作
動プロファイル４４０は、本開示内容の少なくとも一つの実施形態に従って、少なくとも
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一つの第二ブレーキの動作が、少なくとも一つの第一ブレーキの動作後に遅延されること
を示す。この図にあるように、ロジックの開始時には通常制動モード４１０であり、ブレ
ーキシステムを使用する準備ができている状態にある（つまり、ブレーキは、作動コマン
ドを受けるように待機している）。次の段階４２０で、重い制動条件が存在するか否かを
、少なくとも一つのプロセッサが判断する。重い制動条件は、例えば、少なくとも一つの
ブレーキペダルにパイロットによって加えられる制動力が、全制動力の９％未満から６５
％を超えて（つまり、全制動力は、１００％である）遷移した時点として定義できる。
【００４１】
　重い制動条件が存在しないことを、少なくとも一つのプロセッサが判断した場合、通常
制動モード４１０が単に維持される。しかし、重い制動条件が存在することを、少なくと
も一つのプロセッサが判断した場合、制動荷重緩和機能４３０が実行される。制動荷重緩
和機能４３０が実行されると、少なくとも一つのプロセッサは、実行されるブレーキ作動
プロファイル４４０を生成する。この図では、ブレーキ作動プロファイル４４０は、第一
組のブレーキが、時間ｔ１に動作を開始し、その後、所定の傾斜率で、所定のブレーキト
ルクレベルまで動作することを示す。加えて、ブレーキ作動プロファイル４４０は、第二
組のブレーキが、時間ｔ２に動作を開始し、その後、所定の傾斜率で、所定のブレーキト
ルクレベルまで動作することを示す。ブレーキ作動プロファイル４４０の場合、第一組の
ブレーキの動作の傾斜率は、第二組のブレーキの動作の傾斜率と同じであるように示され
ている。
【００４２】
　当然のことながら、第一組のブレーキは、前方ブレーキであってもよく、第二組のブレ
ーキは、後方ブレーキであってもよい。あるいは、第一組のブレーキは、後方ブレーキで
あってもよく、第二組のブレーキは、前方ブレーキであってもよい。また、第一組のブレ
ーキは、全ブレーキシステムの一部であってもよく、第二組のブレーキは、第一組のブレ
ーキの部分ではない、全ブレーキシステムの単に残りの部分であってもよい。
【００４３】
　図５は、車両用の少なくとも一つの第一ブレーキと少なくとも一つの第二ブレーキにつ
いての制動荷重緩和用のロジックを示す概略図５００である。同図に示すように、ブレー
キ作動プロファイル５４０は、本開示内容の少なくとも一つの実施形態に従って、（１）
少なくとも一つの第二ブレーキの動作が、少なくとも一つの第一ブレーキの動作後に遅延
されることを示し、（２）少なくとも一つの第二ブレーキの動作が、少なくとも一つの第
一ブレーキの動作より高い傾斜率であることを示す。なお、傾斜率は、作動量及び作動速
度の関数である。この図では、ロジックは、図４のロジックと同じものに従う。しかし、
この図では、生成されるブレーキ作動プロファイル５４０は、図４で生成されるブレーキ
作動プロファイル４４０とは異なっている。
【００４４】
　この図では、ブレーキ作動プロファイル５４０は、第一組のブレーキが、時間ｔ１に動
作を開始し、その後、所定の傾斜率（つまり、第一傾斜率）で、所定のブレーキトルクレ
ベルまで動作することを示す。加えて、ブレーキ作動プロファイル５４０は、第二組のブ
レーキが、時間ｔ２に動作を開始し、その後、所定の傾斜率（つまり、第二傾斜率）で、
所定のブレーキトルクレベルまで動作することを示す。ブレーキ作動プロファイル５４０
の場合、第一組のブレーキの動作の傾斜率（つまり、第一傾斜率）は、第二組のブレーキ
の動作の傾斜率（つまり、第二傾斜率）より小さく示されている。
【００４５】
　図６は、車両用の少なくとも一つの第一ブレーキと少なくとも一つの第二ブレーキにつ
いての制動荷重緩和用の別のロジックを示す概略図６００である。同図に示すように、本
開示内容の少なくとも一つの実施形態に従って、低速ブレーキ作動プロファイル６６０に
おける少なくとも一つの第一ブレーキの動作と少なくとも一つの第二ブレーキの動作との
間の遅延が、高速ブレーキ作動プロファイル６７０における少なくとも一つの第一ブレー
キの動作と少なくとも一つの第二ブレーキの動作との間の遅延よりも大きい。
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【００４６】
　この図にあるように、ロジックの開始時には通常制動モード６１０であり、ブレーキシ
ステムを使用する準備ができている状態にある（つまり、ブレーキは、作動コマンドを受
けるように待機している）。それから、少なくとも一つのプロセッサは、６２０で、重い
制動条件が存在するか否かを判断する。
【００４７】
　重い制動条件が存在しないことを、少なくとも一つのプロセッサが判断した場合、通常
制動モード６１０が単に維持される。しかし、重い制動条件が存在することを、少なくと
も一つのプロセッサが判断した場合、当該少なくとも一つのプロセッサは、次の段階６３
０で、高速条件が存在するか否かを判断する。高速条件は、例えば、少なくとも一つの車
輪速度が、４５～７０ノットの間である場合として定義できる。
【００４８】
　高速条件が存在しないことを、少なくとも一つのプロセッサが判断した場合、低速制動
荷重緩和機能６４０が実行される。低速制動荷重緩和機能６４０が実行されると、少なく
とも一つのプロセッサは、実行すべき低速ブレーキ作動プロファイル６６０を生成する。
この図では、低速ブレーキ作動プロファイル６６０は、第一組のブレーキが、時間ｔ１に
動作を開始し、その後、所定の傾斜率で、所定のブレーキトルクレベルまで動作すること
を示す。加えて、低速ブレーキ作動プロファイル６６０は、第二組のブレーキが、時間ｔ
２に動作を開始し、その後、所定の傾斜率で、所定のブレーキトルクレベルまで動作する
ことを示す。低速ブレーキ作動プロファイル６６０の場合、第一組のブレーキの動作の傾
斜率は、第二組のブレーキの動作の傾斜率と同じであることが示されている。
【００４９】
　高速条件が存在することを、少なくとも一つのプロセッサが判断した場合、高速制動荷
重緩和機能６５０が実行される。高速制動荷重緩和機能６５０が実行されると、少なくと
も一つのプロセッサは、実行される高速ブレーキ作動プロファイル６７０を生成する。こ
の図では、高速ブレーキ作動プロファイル６７０は、第一組のブレーキが、時間ｔ１に動
作を開始し、その後、所定の傾斜率で、所定のブレーキトルクレベルまで動作することを
示す。加えて、高速ブレーキ作動プロファイル６７０は、第二組のブレーキが、時間ｔ２
に動作を開始し、その後、所定の傾斜率で、所定のブレーキトルクレベルまで動作するこ
とを示す。高速ブレーキ作動プロファイル６７０の場合、第一組のブレーキの動作の傾斜
率は、第二組のブレーキの動作の傾斜率と同じであることが示されている。
【００５０】
　ここで重要な点は、低速ブレーキ作動プロファイル６６０のｔ１とｔ２の差が、高速ブ
レーキ作動プロファイル６７０のｔ１とｔ２の差より大きいことである。従って、低速ブ
レーキ作動プロファイル６６０の第二組のブレーキの動作は、高速ブレーキ作動プロファ
イル６７０の第二組のブレーキの動作より長く遅延される。
【００５１】
　なお、一つ以上の実施形態では、高速ブレーキ作動プロファイル６７０の場合、第一組
のブレーキは、第一時間遅延で動作を開始し、第二組のブレーキは、第二時間遅延で動作
を開始し、この第二時間遅延は、第一時間遅延より大きい。そして、低速ブレーキ作動プ
ロファイル６６０の場合、第一組のブレーキは、第三時間遅延で動作を開始し、第二組の
ブレーキは、第四時間遅延で動作を開始し、この第四時間遅延は、第三時間遅延より大き
い。さらに、第一時間遅延と第二時間遅延の差は、第三時間遅延と第四時間遅延の差より
小さい。
【００５２】
　図７は、車両用の少なくとも一つの第一ブレーキと少なくとも一つの第二ブレーキにつ
いての制動荷重緩和用の別のロジックを示す概略図７００である。図７に示すように、本
開示内容の少なくとも一つの実施形態に従って、（１）低速ブレーキ作動プロファイル７
６０における少なくとも一つの第一ブレーキの動作と少なくとも一つの第二ブレーキの動
作との間の遅延が、高速ブレーキ作動プロファイル７７０における少なくとも一つの第一
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ブレーキの動作と少なくとも一つの第二ブレーキの動作との間の遅延よりも大きく、（２
）少なくとも一つの第二ブレーキの動作が、少なくとも一つの第一ブレーキの動作より高
い傾斜率であることを示す。この図では、ロジックは、図６のロジックと同じものに従う
。しかし、この図では、生成される低速ブレーキ作動プロファイル７６０と高速ブレーキ
作動プロファイル７７０は、図６で生成される低速ブレーキ作動プロファイル６６０と高
速ブレーキ作動プロファイル６７０とは異なっている。
【００５３】
　この図では、低速ブレーキ作動プロファイル７６０は、第一組のブレーキが、時間ｔ１
に動作を開始し、その後、所定の傾斜率（つまり、第一傾斜率）で、所定のブレーキトル
クレベルまで動作することを示す。加えて、低速ブレーキ作動プロファイル７６０は、第
二組のブレーキが、時間ｔ２に動作を開始し、その後、所定の傾斜率（つまり、第二傾斜
率）で、所定のブレーキトルクレベルまで動作することを示す。低速ブレーキ作動プロフ
ァイル７６０の場合、第一組のブレーキの動作の傾斜率（つまり、第一傾斜率）は、第二
組のブレーキの動作の傾斜率（つまり、第二傾斜率）より小さいことが示されている。
【００５４】
　同様に、高速ブレーキ作動プロファイル７７０は、第一組のブレーキが、時間ｔ１に動
作を開始し、その後、所定の傾斜率（つまり、第一傾斜率）で、所定のブレーキトルクレ
ベルまで動作することを示す。加えて、高速ブレーキ作動プロファイル７７０は、第二組
のブレーキが、時間ｔ２に動作を開始し、その後、所定の傾斜率（つまり、第二傾斜率）
で、所定のブレーキトルクレベルまで動作することを示す。高速ブレーキ作動プロファイ
ル７７０の場合、第一組のブレーキの動作の傾斜率（つまり第一傾斜率）は、第二組のブ
レーキの動作の傾斜率（つまり、第二傾斜率）より小さくなることが示されている。
【００５５】
　図６と同様に、ここで重要な点は、低速ブレーキ作動プロファイル７６０のｔ１とｔ２
の間の差が、高速ブレーキ作動プロファイル７７０のｔ１とｔ２の間の差より大きいこと
である。従って、低速ブレーキ作動プロファイル７６０の第二組のブレーキの動作は、高
速ブレーキ作動プロファイル７７０の第二組のブレーキの動作より長く遅延される。
【００５６】
　図８は、本開示内容の少なくとも一つの実施形態に従って、車両用の少なくとも一つの
第一ブレーキと少なくとも一つの第二ブレーキについての制動荷重緩和方法８００を示す
フローチャートである。８１０において方法８００が開始されると、８２０において、少
なくとも一つのブレーキペダルセンサは、少なくとも一つのブレーキペダルの動作に応じ
て、ブレーキペダル作動量を検出する。その後８３０において、少なくとも一つのプロセ
ッサは、ブレーキペダル作動量が、ブレーキペダル作動閾値より大きいか否かを判断する
。なお、いくつかの実施形態では、ブレーキペダル作動閾値は、実際には、所定の範囲の
値であってもよく、所定の範囲のブレーキペダルの作動率であってもよい。
【００５７】
　次に、８４０において、ブレーキペダル作動量が、ブレーキペダル作動閾値より大きい
ことを、少なくとも一つのプロセッサが判断したとき、当該少なくとも一つのプロセッサ
は、ブレーキ作動プロファイルを生成する。
【００５８】
　ブレーキ作動プロファイルは、少なくとも一つの第一ブレーキの動作が、第一時間遅延
だけ遅延され、少なくとも一つの第二ブレーキの動作が、第二時間遅延だけ遅延されるこ
とを示す。いくつかの実施形態では、第一時間遅延は、第二時間遅延より大きい。他の実
施形態では、第二時間遅延は、第一時間遅延より大きい。更に他の実施形態では、ブレー
キ作動プロファイルは、少なくとも一つの第一ブレーキの動作が、遅延されず、少なくと
も一つの第二ブレーキの動作が、所定の時間遅延だけ遅延されることを示す。
【００５９】
　ブレーキ作動プロファイルは、少なくとも一つの第一ブレーキの動作が、時間経過に伴
い第一比率で増大し、少なくとも一つの第二ブレーキの動作が、時間経過に伴い第二比率
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で増大することを示す。いくつかの実施形態では、少なくとも一つの第一ブレーキは、少
なくとも一つの前方ブレーキであり、少なくとも一つの第二ブレーキは、少なくとも一つ
の後方ブレーキである。他の実施形態では、少なくとも一つの第一ブレーキは、少なくと
も一つの後方ブレーキであり、少なくとも一つの第二ブレーキは、少なくとも一つの前方
ブレーキである。
【００６０】
　ブレーキペダル作動量は、少なくとも一つのブレーキペダルの作動率に関連している。
少なくとも一つのブレーキペダルの作動率は、少なくとも一つのブレーキペダルに印加さ
れる制動力の量に関連し、及び／又は少なくとも一つのブレーキペダルの作動率は、少な
くとも一つのブレーキペダルを押し下げる度合いに関連している。
【００６１】
　方法８００の説明に戻り、８５０において、少なくとも一つの第一ブレーキと、少なく
とも一つの第二ブレーキは、ブレーキ作動プロファイルに従って動作する。その後、８６
０において、方法８００を終了する。
【００６２】
　図９は、本開示内容の少なくとも一つの実施形態に従って、車両用の少なくとも一つの
第一ブレーキと少なくとも一つの第二ブレーキについての制動荷重緩和用の別の方法９０
０を示すフローチャートである。９１０において方法が開始されると、９２０において、
少なくとも一つのブレーキペダルセンサは、少なくとも一つのブレーキペダルの作動に応
じて、ブレーキペダル作動量を検出する。その後９３０において、少なくとも一つの車輪
速度センサは、少なくとも一つの車輪の車輪速度を検出する。
【００６３】
　次に、９４０において、ブレーキペダル作動量が、ブレーキペダル作動閾値より大きい
ことを、少なくとも一つのプロセッサが判断した場合、当該少なくとも一つのプロセッサ
は、車輪速度が、車輪速度閾値より大きいか否かを判断する。なお、いくつかの実施形態
では、車輪速度閾値は実際には、所定の範囲の速度値であってもよい。
【００６４】
　いくつかの実施形態では、少なくとも一つの車輪速度センサの代わりに、又はそれに加
えて少なくとも一つの車両速度センサを用いることができる。更に、車輪速度閾値の代わ
りに、又はそれに加えて車両速度閾値を利用できる。
【００６５】
　次に、９５０において、車輪速度が、車輪速度閾値より大きいことを、少なくとも一つ
のプロセッサが判断した場合、当該少なくとも一つのプロセッサは、第一ブレーキ作動プ
ロファイル（つまり、高速ブレーキ作動プロファイル）を生成する。第一ブレーキ作動プ
ロファイルは、少なくとも一つの第一ブレーキの動作が、第一時間遅延だけ遅延され、少
なくとも一つの第二ブレーキの動作が、第二時間遅延だけ遅延されることを示す。いくつ
かの実施形態では、第一ブレーキ作動プロファイルは、少なくとも一つの第一ブレーキの
動作が、時間経過に伴い第一比率で増大し、少なくとも一つの第二ブレーキの動作が、時
間経過に伴い第二比率で増大することを示す。次に、９６０において、少なくとも一つの
第一ブレーキと少なくとも一つの第二ブレーキは、第一ブレーキ作動プロファイルに従っ
て動作する。
【００６６】
　その後、９７０で、車輪速度が、車輪速度閾値以下であることを、少なくとも一つのプ
ロセッサが判断した場合、当該少なくとも一つのプロセッサは、第二ブレーキ作動プロフ
ァイル（つまり、低速ブレーキ作動プロファイル）を生成する。第二ブレーキ作動プロフ
ァイルは、少なくとも一つの第一ブレーキの動作が、第三時間遅延だけ遅延され、少なく
とも一つの第二ブレーキの動作が、第四時間遅延だけ遅延されることを示す。少なくとも
一実施形態では、第二ブレーキ作動プロファイルは、少なくとも一つの第一ブレーキの動
作が、時間経過に伴い第一比率で増大し、少なくとも一つの第二ブレーキの動作が、時間
経過に伴い第二比率で増大することを示す。
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【００６７】
　いくつかの実施形態では、第一時間遅延と第二時間遅延の差は、第三時間遅延と第四時
間遅延の差より小さい。一つ以上の実施形態では、第三時間遅延は、第四時間遅延より大
きい。他の実施形態では、第四時間遅延は、第三時間遅延より大きい。
【００６８】
　方法９００の説明に戻り、９８０において、少なくとも一つの第一ブレーキと少なくと
も一つの第二ブレーキは、第二ブレーキ作動プロファイルに従って動作する。その後、９
９０において、方法９００を終了する。
【００６９】
　なお、本明細書で開示した、制動荷重緩和用のシステム、方法、及び装置によって用い
られる車両は、空中車両、地上車両、又は海上車両であってもよい。いくつかの実施形態
では、空中車両は、航空機であってもよい。これらの実施形態では、前方及び後方ブレー
キは、少なくとも一つの車輪を含む、少なくとも一つの着陸ギアトラックに関連している
。一つ以上の実施形態では、地上車両は、列車、トラック、トレーラ、自動車、オートバ
イ、又は戦車であってもよい。いくつかの実施形態では、海上車両は、ボート又は船であ
ってもよい。これらの実施形態では、前方及び後方ブレーキは、海上車両の少なくとも一
つのプロペラに関連している。更に、いくつかの実施形態では、車輪速度センサの代わり
に、又はそれと共に、車両速度センサを用いることもできる。これらの実施形態では、車
両速度閾値を同様に利用することもできる。
【００７０】
　本開示内容の一態様によれば、車両用の少なくとも一つの第一ブレーキと少なくとも一
つの第二ブレーキについての制動荷重緩和用の方法が提供されるものであり、前記方法は
、少なくとも一つのブレーキペダルセンサを用いて、少なくとも一つのブレーキペダルの
作動に応じて、ブレーキペダル作動量を検出することと、少なくとも一つの速度センサを
用いて、速度を検出することと、少なくとも一つのプロセッサを用いて、前記ブレーキペ
ダル作動量が、ブレーキペダル作動閾値より大きいか否かを判断することと、前記ブレー
キペダル作動量が、ブレーキペダル作動閾値より大きいことを、前記少なくとも一つのプ
ロセッサが判断したとき、前記少なくとも一つのプロセッサを用いて、前記速度が、速度
閾値より大きいか否かを判断することと、前記速度が、速度閾値より大きいことを、前記
少なくとも一つのプロセッサが判断したとき、前記少なくとも一つのプロセッサを用いて
、第一ブレーキ作動プロファイルを生成することと、前記速度が、速度閾値以下であるこ
とを、前記少なくとも一つのプロセッサが判断したとき、前記少なくとも一つのプロセッ
サを用いて、第二ブレーキ作動プロファイルを生成することと、を含んでいる。
【００７１】
　好ましくは、前記方法は、前記少なくとも一つの速度センサが、車輪速度及び車両速度
センサの少なくとも一方であるものである。
【００７２】
　好ましくは、前記方法は、前記速度閾値が、車輪速度閾値及び車両速度閾値の一方であ
るものである。
【００７３】
　好ましくは、前記方法は、前記少なくとも一つの第一ブレーキの動作が、第一時間遅延
だけ遅延され、前記少なくとも一つの第二ブレーキの動作が、第二時間遅延だけ遅延され
ることを、前記第一ブレーキ作動プロファイルが示し、前記少なくとも一つの第一ブレー
キの動作が、第三時間遅延だけ遅延され、前記少なくとも一つの第二ブレーキの動作が、
第四時間遅延だけ遅延されることを、前記第二ブレーキ作動プロファイルが示し、前記第
一時間遅延と前記第二時間遅延の差が、前記第三時間遅延と前記第四時間遅延の差より小
さいものである。
【００７４】
　好ましくは、前記方法は更に、前記第一ブレーキ作動プロファイルに従って、前記少な
くとも一つの第一ブレーキと前記少なくとも一つの第二ブレーキを動作させることを含ん
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でいる。
【００７５】
　好ましくは、前記方法は更に、前記第二ブレーキ作動プロファイルに従って、前記少な
くとも一つの第一ブレーキと前記少なくとも一つの第二ブレーキを動作させることを含ん
でいる。
【００７６】
　好ましくは、前記方法は、前記少なくとも一つの第一ブレーキの動作が、時間経過に伴
い第一比率で増大し、前記少なくとも一つの第二ブレーキの動作が、時間経過に伴い第二
比率で増大することを、前記第一ブレーキ作動プロファイルが示すものである。
【００７７】
　好ましくは、前記方法は、前記少なくとも一つの第一ブレーキの動作が、時間経過に伴
い第一比率で増大し、前記少なくとも一つの第二ブレーキの動作が、時間経過に伴い第二
比率で増大することを、前記第二ブレーキ作動プロファイルが示すものである。
【００７８】
　好ましくは、前記方法は、前記少なくとも一つの第一ブレーキが、少なくとも一つの前
方ブレーキであり、前記少なくとも一つの第二ブレーキが、少なくとも一つの後方ブレー
キであるものである。
【００７９】
　好ましくは、前記方法は、前記少なくとも一つの第一ブレーキが、少なくとも一つの後
方ブレーキであり、前記少なくとも一つの第二ブレーキが、少なくとも一つの前方ブレー
キであるものである。
【００８０】
　好ましくは、前記方法は、前記ブレーキペダル作動量が、前記少なくとも一つのブレー
キペダルの前記作動率と関連しているものである。
【００８１】
　本開示内容の一態様によれば、車両用の少なくとも一つの第一ブレーキと、少なくとも
一つの第二ブレーキについての制動荷重緩和用のシステムが提供されるものであり、前記
システムは、少なくとも一つのブレーキペダルと、前記少なくとも一つのブレーキペダル
の作動に応じて、ブレーキペダル作動量を検出するための少なくとも一つのブレーキペダ
ルセンサと、前記ブレーキペダル作動量が、ブレーキペダル作動閾値より大きいか否かを
判断し、前記ブレーキペダル作動量が、前記ブレーキペダル作動閾値より大きいことを判
断したとき、ブレーキ作動プロファイルを生成するための少なくとも一つのプロセッサと
、を含み、前記少なくとも一つの第一ブレーキの動作が、第一時間遅延だけ遅延され、前
記少なくとも一つの第二ブレーキの動作が、第二時間遅延だけ遅延されることを、前記ブ
レーキ作動プロファイルが示し、前記ブレーキ作動プロファイルに従って、前記少なくと
も一つの第一ブレーキ及び前記少なくとも一つの第二ブレーキをそれぞれ動作させる。
【００８２】
　本開示内容の一態様によれば、車両用の少なくとも一つの第一ブレーキと、少なくとも
一つの第二ブレーキについての制動荷重緩和用のシステムが提供されるものであり、前記
システムは、少なくとも一つのブレーキペダルと、前記少なくとも一つのブレーキペダル
の作動に応じて、ブレーキペダル作動量を検出するための少なくとも一つのブレーキペダ
ルセンサと、少なくとも一つの車輪と、前記少なくとも一つの車輪の車輪速度を検出する
ための少なくとも一つの車輪速度センサと、前記ブレーキペダル作動量が、ブレーキペダ
ル作動閾値より大きいか否かを判断し、前記ブレーキペダル作動量が、前記ブレーキペダ
ル作動閾値より大きいことを判断したとき、前記車輪速度が、前記車輪速度閾値より大き
いか否かを判断し、前記車輪速度が、前記車輪速度閾値より大きいことを、判断したとき
、第一ブレーキ作動プロファイルを生成し、前記車輪速度が、前記車輪速度閾値以下であ
ることを判断したとき、第二ブレーキ作動プロファイルを生成するための少なくとも一つ
のプロセッサと、を含んでいる。
【００８３】
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　本明細書では、実施形態及び方法が例示的に開示されているが、開示された技術の真の
趣旨及び範囲から逸脱することなく、これらの実施形態及び方法を変形及び改良可能であ
ることは、当業者にとって上記の開示内容から明らかであろう。開示された技術には多く
の他の例が存在するが、各々は、細部だけが他と異なっている。従って、開示された技術
は、添付の請求項、及び適用法の規定と原理に基づき必要とされる範囲のみに限定される
ものとする。
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